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本日の進行について

１）勉強会は、『教職課程事務入門３』や事前配付資料を手元もしく
は画面上で閲覧できている状況で進めます。

使用する資料は、 『教職課程事務入門３』と資料を画面共有し
ながら進めていきます。

２）質問はチャット機能を用いて行ってください。

３）タイムスケジュールは次のとおりです。

１３：３０～１４：３５ 勉強会前半

１４：３５～１４：４５ 休憩

１４：４５～１５：５０ 勉強会後半 ←ここまで録画します

↓ここから対面会場のみです。

１６：００～１７：００ 今回のテーマ以外も含めたグループでの
意見交換
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法令の体系

「大学のガバナンス改革の推進について」（審議まとめ）（平成26年2月12日 大学分科会）６頁より

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/02/18/1344349_3_1.pdf
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法令の体系

■憲法

第９８条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

■法律

第４１条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

①原案の作成（審議会への諮問 等）

②閣議決定

③国会に提出（衆議院or参議院）

第５９条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可
決したとき法律となる。

④衆議院文部科学委員会 → 衆議院本会議 ＜衆議院先議の場合＞

⑤参議院文教科学委員会 → 参議院本会議

⑥法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から３０日以
内に天皇が内閣の助言と承認に基づいて公布（国会法第６６条、憲法第７条
第１号）

⑦官報に掲載
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法律の制定経過（平成28年改正法を例に）

原案の作成まで

文部科学大臣から中央教育審議会への諮問（2014/7/29）

諮問に対して調査・審議し、文部科学大臣に答申する。

（文部科学省組織令第76条第１号・第２号）

具体的な調査・審議は初等中等教育分科会のもとに設置されている教員養成部会
が行う。
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法律の制定経過（平成28年改正法を例に）

答申（2015/12/21）

文部科学省において法案作成作業に入り、内閣法制局の審査を経て閣議に。
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法律の制定経過（平成28年改正法を例に）

2016/10/18 閣議決定

内閣総理大臣から法律案が国会（衆議院又は参議院）に提出
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法律の制定経過（平成28年改正法を例に）

衆議院文部科学委員会（10/26,10/28,11/2）
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法律の制定経過（平成28年改正法を例に）

衆議院本会議（11/8）→参議院文教科学委員会（11/17）→本会議（11/18可決）

法律の成立後、後議院の議長から内閣を経
由して奏上された日から３０日以内に天皇が
内閣の助言と承認に基づいて公布（国会法第
６６条、憲法第７条第１号）
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法律の制定経過（平成28年改正法を例に）
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法律番号

法律なのに政令第○号となっている唯一の法律

「出入国管理及び難民認定法」（昭和26年政令第319号）

◆当初はポツダム政令として「出入国管理令」（昭和26年政令第319号）として制
定。

◆ポツダム命令：GHQの要求事項を実施するために特に必要がある場合において、
命令で所要の定めをし、必要な罰則を設けることを定めたポツダム緊急勅令に基
づいて制定された命令

◆ポツダム命令のうち、政令の形式をとるものがポツダム命令。

◆1952（昭和27）年の日本国との平和条約（いわゆるサンフランシスコ平和条
約）の発効によりポツダム命令は法律で廃止するか、法律としての効力を存続さ
せるかのいずれかの措置がとられた。

◆ 「出入国管理令」は法律の効力を有するものとされ存続。

◆1981（昭和56）年の他の法令改正に伴い、題名が現在の「出入国管理及び難民
認定法」に改められた。この時の改正手続きが一部改正の手続きをとったため、
法律番号はそのままとなった。

（『条文の読み方』有斐閣、6頁をもとに作成）
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法令の体系ー国会の種類・会期

〔常会〕

第５２条 国会の常会は、毎年１回これを召集する。

〔臨時会〕

第５３条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員
の４分の１以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

〔総選挙、特別会及び緊急集会〕

第５４条 衆議院が解散されたときは、解散の日から４０日以内に、衆議院議員の総選挙を
行ひ、その選挙の日から３０日以内に、国会を召集しなければならない。

＜国会法＞

第２条 常会は、毎年１月中に召集するのを常例とする。

第10条 常会の会期は、１５０日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する
場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。

令和５年は１月２３日～６月２１日が会期

第11条 臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。

第12条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。

② 会期の延長は、常会にあつては１回、特別会及び臨時会にあつては２回を超えては
ならない。
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法令の体系

■政令…内閣が制定する命令

第７３条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

６ この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、
政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることが
できない。

①各国務大臣から制定の閣議を求める（内閣法第4条第3項）。

②閣議決定（内閣法第4条第1項）。

③主任の国務大臣が署名・内閣総理大臣が連署（憲法第74条）。

④天皇が内閣の助言と承認に基づいて公布（憲法第7条第1号）

⑤官報に掲載
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法令の体系

■省令（○○法施行規則）…各省大臣が、主任の行政事務について、法律もしく
は政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、そ
れぞれその機関の命令として発する。

＜国家行政組織法＞

第１２条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行する
ため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命
令として省令を発することができる。

政令・省令の制定に際してはパブリック・コメントが実施される。

①案・資料の公示

②３０日以上の意見募集期間

③制定

④公布・結果の公示
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自己点検・評価の義務化の制定過程

教員養成部会（第104回）（2019/3/20）
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自己点検・評価の義務化の制定過程

教員養成部会（第116回）（2020/9/16）審議決定
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自己点検・評価の義務化の制定過程

パブリックコメント（９/28～10/27）
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自己点検・評価の義務化の制定過程

パブリックコメントの結果公表 → 公布 （2021/5/7）
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パブリックコメント

総合的探究の時間の指導法（高）に改正されたときのパブリックコメント結果
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パブリックコメント

意見は反映されます。
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法令の体系ー法律と省令の関係

■教育職員免許法別表第１備考第４号

四 この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若
しくは一種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の二種免許状の授与を受け
ようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大
学又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものと
する（別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。）。

■教育職員免許法施行規則第６６条の６

第６６条の６ 免許法別表第１備考第四号に規定する文部科学省令で定める科目の単位は、
日本国憲法２単位、体育２単位、外国語コミュニケーション２単位並びに数理、データ
活用及び人工知能に関する科目２単位又は情報機器の操作２単位とする。

★参考

■競馬法

第２条 中央競馬の競馬場は、１２箇所以内において農林水産省令で定める。

■競馬法施行規則

第１条 競馬法（昭和23年法律第158号。以下「法」という。）第２条の農林水産省令
で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び
小倉とする。
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法令の体系ー法律と省令の関係
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法令の体系ー特別法と一般法の関係

■教育職員免許法

（授与）

第５条 普通免許状は、別表第１、別表第２若しくは別表第２の２に定める基礎資格を有
し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第１、
別表第２若しくは別表第２の２に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するた
め行う教育職員検定に合格した者に授与する。＜以下略＞

■小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律
＜通称：介護等体験特例法＞

（教育職員免許法の特例）

第２条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第５条第
１項の規定の適用については、当分の間、同項中「修得した者」とあるのは、「修得し
た者（１８歳に達した後、７日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、
特別支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して
定めるものにおいて、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の
体験を行った者に限る。）」とする。

■小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律
施行規則＜通称：介護等体験特例法施行規則＞

（介護等の体験の期間）

第１条 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関す
る法律（以下「特例法」という。）第２条第１項の文部科学省令で定める期間は、７日
間とする。
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法令の体系ー特別法と一般法の関係

■民法

（期間の定めのない雇用の解約の申入れ）

第６２７条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも
解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの
日から２週間を経過することによって終了する。

■労働基準法

（解雇の予告）

第２０条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも３０
日前にその予告をしなければならない。３０日前に予告をしない使用者は、３０
日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得
ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事
由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
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法令の体系

今年度は省令と教職課程認定基準の改正が予定されています。

教職課程認定基準 → 教員養成部会で改正される。
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教員免許事務担当者のネットワーク

Slack

入室方法は教員免許事務プロジェクトのウェブサイトのお知らせに記載があります。
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本則と附則

目次

第一章 総則（第１条―第３条の２）

第二章 免許状（第４条―第９条の２）

第三章 免許状の失効及び取上げ（第１０条―第１４条の２）

第四章 雑則（第１５条―第２０条）

第五章 罰則（第２１条―第２３条）

附則

附則には施行期日や経過措置等が規定される。

本
則
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条文の構造／法令用語

条文の構造＜『教職課程事務入門』１６～１９頁＞

（１）項と号

（２）本文・ただし書・前段・後段

法令用語＜事務入門１９～２８頁＞

（１）「及び」と「並びに」

（２）「又は」と「若しくは」

（３）「場合」「とき」「時」

（４）「その他」「その他の」

（５）「者」「物」「もの」

（６）「みなす」「推定する」

（７）「当分の間」

（８）「準用」

（９）「前」「以後」

（10）「なお従前の例による」「なおその効力を有する」

（11）「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」
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経過措置

経過規定…法令が新たに規定され、又は既存の法令が改廃された場合に、一定の
法律事実についての旧法又は新法の適用その他の経過的措置を定める規定。

『法令用語辞典 第11次改訂版』198頁

ある店のポイントカード（税込１００円につき１ポイント加算）が、紙から磁気
カードに変わった。磁気カードに変更することに伴い、紙カードを廃止し、紙カ
ードに付与されていたポイントを無効とする場合。急に無効にすると不利益とな
るので一定の経過的措置をとるという事例を条文にすると次のようになる。

（『新法令解釈・作成の常識』２４２頁を参考に作成）

第２条 磁気カードに１００円につき１ポイント加算する。

附 則

１ この規則は令和５年４月１日から施行する。

２ 施行の際、改正前の規則により紙カードに付与されたポイントを所持する者
については、令和５年９月３０日までは有効とする。
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一部を改正する法律が本則に溶け込むまで

○○ストア会員規則等の一部を改正する規則

（○○ストア会員規則の一部改正）

第１条 ○○ストア会員規則を次のとおり改める。

第１条中「１８歳」を「１６歳」に改める。

第２条中「紙カード」を「磁気カード」に改める。

（○○ストア営業時間に関する規則の一部改正）

第２条 ○○ストア営業時間に関する規則の一部改正

第△条中・・・を・・・に改める

附 則

（施行期日）

１ この規則は令和５年４月１日から施行する。

（○○ストア会員規則の一部改正に伴う経過措置）

２ 施行の際、改正前の規則により紙カードに付与されたポイントを所持する者
については、令和５年９月３０日までは有効とする。
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一部を改正する法律が本則に溶け込むまで

新旧対照表 

新 旧 

（会員資格） 

第１条 １６歳以上の者とする。 

（会員資格） 

第１条 １８歳以上の者とする。 

（ポイント付与） 

第２条 磁気カードに１００円につき１ポ

イント加算する。 

（ポイント付与） 

第２条 紙カードに１００円につき１ポイント

加算する。 
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２０１３年５月１９日まで間違っていた。

附 則 （昭和二六年三月二一日法律第一一三号）

⇒３１日の誤りではないか？

【受付番号：143458-1】教育職員免許法につきまして

電子政府利用支援センターでございます。

ご連絡がおそくなりまして申し訳ございません。

お問い合わせ頂きました件について担当部局より回答がありましたので、ご連絡いたします。

------------------

教育職員免許法（昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号）を

確認したところ、ご指摘のとおり誤っておりました。該当箇所につきましては、本日（5月
20日）、修正いたしましたので、ご確認ください。

------------------

何卒よろしくお願い申し上げます。
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参考書籍
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参考書籍
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今後の講習会予定（SPODフォーラム以外は土曜日）

７月（ ８日） 大学教務実践研究会教務系職員初任者向け講習会

（名古屋大学）

８月（２３日） SPODフォーラム（愛媛大学）

９月（ ２日） 京私教協教員免許事務勉強会（龍谷大学）

（２３日） 大学教務実践研究会教員免許事務担当者講習会

（龍谷大学）

１０月（２１日） 大学教務実践研究会教務系職員中級者向け講習会

（名古屋大学）

１２月（ ２日〈希望〉）京私教協教員免許事務勉強会（龍谷大学）

（１６日） 大学教務実践研究会教務課題検討フォーラム

（名古屋大学）

２月（１０日） 大学教務実践研究会教員免許事務担当者講習会

（神戸女子大学）
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